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１ 復興整備計画の区域（計画区域）（法第４６条第２項第１号関係） 

 七ヶ浜町の全域 

２ 復興整備計画の目標（法第４６条第２項第２号関係） 

① 自然と共存するための津波ハザードの意識を住民と共有し、安全で安心なまちづくりを住民とともに構築する。 

② 豊かな自然と調和した特徴ある景観や街並みを本町に受け継がれてきた暮らしの文化として再興する。 

③ 将来の七ヶ浜を担う子供たちを育成するための教育や子育て施設の復興に取り組む。 

④ 地域拠点や中心部のにぎわいを取り戻し、住宅や地域再生と併せ、人と人とのコミュニティを大切にしたまちづくりを展開する。 

⑤ 産業基盤の迅速な復興により、第1次産業をはじめとする本町の特性を生かした産業の活性化に住民とともに取り組む。 

３ 土地利用方針（法第４６条第２項第３号関係） 

(1)復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向                        

地域コミュニティに配慮しながら、今次津波を想定した新たな居住系拠点（住宅移転地）を集約整備する。住宅移転後の土地については、防災林の整備な

どにより、津波減衰機能の確保とともに、産業基盤の再生、交流人口の増加、住民のコミュニティ形成に資する土地の有効活用を図る。 

(2)土地の用途の概要（別添の土地利用構想図及び復興整備事業総括図参照） 

① 津波の危険性の高い、松ヶ浜、菖蒲田浜、花渕浜、吉田浜、代ヶ崎浜の沿岸部は、津波防災緑地や治山事業を活用した防災林の整備のほか、水産業拠点

や、移転元地を活用し、民間事業者の企業誘致などによる産業誘導や、観光客などの交流人口の増加に資する業務系用地としての活用、集団移転先の居

住者や周辺住民のコミュニティ形成、維持強化を図るための広場整備などにより、復興まちづくりの加速化を図る。 

② 松ヶ浜、菖蒲田浜、花渕浜、吉田浜、代ヶ崎浜の津波浸水リスクの低い高台の農地や山林を活用し、従前の地域コミュニティに配慮した集団移転先の新

たな居住系拠点（住宅団地・災害公営住宅・地区公民分館等）を整備するほか、引き続き被災地に現地再建を希望する世帯のため、嵩上げや内水排除等

の対策を講じた居住環境の再整備を行う。 

③ 津波防災緑地、防災林整備、居住系拠点の整備にあわせ、県道塩釜七ヶ浜多賀城線などの幹線道路の整備を行う。 

④ 津波の危険性が低い、町役場周辺は、津波復興拠点（公益施設）を整備する。 

⑤ 地盤沈下した松ヶ浜漁港、菖蒲田漁港については、漁港施設の嵩上げ及び水産関連施設誘致により、漁港機能の回復を図る。 

⑥ 被災した農地について、がれき撤去、除塩等により、農業基盤の迅速な復旧を図るとともに、転作の必要な農地は、大豆等の転作作物の作付け誘導を行

い、豆腐の原料としての利用など、地産地消による高付加価値農業の振興を図り、住宅地等への農地転用は、被災前の状況を踏まえて必要最小限とす

る。 

⑦ 沿岸部から市街地への避難路を整備する。 

⑧ 用地選定にあたっては、地震による地盤の沈下や崩落、津波による浸水といった各種被害によって土地利用の状況が大きく変化したこと等に伴い、利用

可能な土地が限定されているが保安林を極力回避する。 

(3)復興整備事業のおおむねの区域を表示した縮尺1/25,000以上の地形図（別添の復興整備事業総括図のとおり） 
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４ 復興整備事業に係る事項（法第４６条第２項第４号関係） 

事 業 区 分 図面記号 事 業 に 係 る 事 項 

(1)市街地開発事業 

 

Ａ-１地区 事業名称：菖蒲田浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成25年度～平成27年度 

種類：土地区画整理事業 

Ａ-２地区 事業名称：花渕浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成25年度～平成27年度 

種類：土地区画整理事業 

Ａ-３地区 事業名称：代ヶ崎浜Ａ地区被災市街地復興土地区画整理事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成25年度～平成27年度 

種類：土地区画整理事業 

Ａ-４地区 事業名称：代ヶ崎浜Ｂ地区被災市街地復興土地区画整理事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成25年度～平成27年度 

種類：土地区画整理事業 

(2)土地改良事業   

(3)復興一体事業   

(4)集団移転促進事業 Ｄ-１地区 事業名称：菖蒲田浜中田地区防災集団移転促進事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

集団移転促進事業計画については、平成24年11月2日に国土交通大臣の同意みなし、平成25年4月10日変更届出、平成26年2月28日変更届出、
平成26年9月14日変更届出 
集団移転促進事業に関する事項：別紙「菖蒲田浜中田地区防災集団移転促進事業計画書」のとおり 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 
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(4)集団移転促進事業 Ｄ-２地区 事業名称：松ヶ浜西原地区防災集団移転促進事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

集団移転促進事業計画については、平成24年11月2日に国土交通大臣の同意みなし、同年12月21日に第1回変更同意、平成25年8月28日変更届出
、平成26年2月28日変更届出、平成26年6月27日変更届出 

集団移転促進事業に関する事項：別紙「松ヶ浜西原地区防災集団移転促進事業計画書」のとおり 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｄ-３地区 事業名称：花渕浜笹山地区防災集団移転促進事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成27年度 

集団移転促進事業計画については、平成24年8月15日に国土交通大臣同意、同年12月21日に第1回変更同意 

Ｄ-４地区 事業名称：吉田浜台地区防災集団移転促進事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

集団移転促進事業計画については、平成25年1月28日に国土交通大臣の同意みなし、平成25年7月26日変更届出、平成26年2月28日変更届出、
平成26年9月4日変更届出 
集団移転促進事業に関する事項：別紙「吉田浜台地区防災集団移転促進事業計画書」のとおり 

その他： ①今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｄ-５地区 事業名称：代ヶ崎浜立花地区防災集団移転促進事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成26年度 

集団移転促進事業計画については、平成25年1月28日に国土交通大臣の同意みなし、平成25年7月26日変更届出、平成26年2月28日変更届出、
平成26年9月4日変更届出 
集団移転促進事業に関する事項：別紙「代ヶ崎浜立花地区防災集団移転促進事業計画書」のとおり 

(5)住宅地区改良事業   

(6)都市施設の整備に関する事業   

(7)津波防護施設の整備に関する事業   

(8)漁港漁場整備事業   
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(9)保安施設事業   

(10)液状化対策事業   

(11)造成宅地滑動崩落対策事業   

(12)地籍調査事業   

(13)その他施設の整備に関する事業 

 

 

Ｍ-１地区 事業名称：災害公営住宅整備事業（菖蒲田浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成26年度 

Ｍ-２地区 事業名称：災害公営住宅整備事業（松ヶ浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｍ-３地区 事業名称：地区避難所整備事業（松ヶ浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｍ-４地区 事業名称：災害公営住宅整備事業（花渕浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｍ-５地区 事業名称：地区避難所整備事業（花渕浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

その他： ①今後、農用地利用計画の変更に関する事項を記載予定 

②今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 
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(13)その他施設の整備に関する事業 Ｍ-６地区 事業名称：災害公営住宅整備事業（吉田浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成25年度 

その他：①今後、土地利用基本計画の変更に関する事項を記載予定 

Ｍ-７地区 事業名称：災害公営住宅整備事業（代ヶ崎浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成26年度 

Ｍ-８地区 事業名称：地区避難所整備事業（代ヶ崎浜地区） 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成24年度～平成26年度 

Ｍ-９地区 事業名称：長須賀多目的広場整備事業 

実施主体：七ヶ浜町 

実施区域：別添の復興整備事業総括図のとおり 

実施予定期間：平成30年度～令和2年度 
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５ 復興整備計画の期間（法第４６条第２項第５号関係） 

平成24年度から平成27年度まで 

６ その他復興整備事業の実施に関し必要な事項（法第４６条第２項第６号関係） 

 

４－① 土地利用基本計画の変更等に係る事項（法第４８条第１項関係） 

整 理 

番 号 
事 業 区 分 

図 面 

記 号 
変更等する土地利用基本計画等 

変更等 

の 別 

変更等する部分の 

面積(ha) 備   考 

拡 大 縮 小 

１ 市街地開発事業 Ａ-１地区 
都市計画決定（土地区画整理事業） 

[七ヶ浜町決定] 
決定 ４．１ha  

 

２ 市街地開発事業 Ａ-２地区 
都市計画決定（土地区画整理事業） 

[七ヶ浜町決定] 
決定 ９．８ha  

 

３ 市街地開発事業 Ａ-３地区 
都市計画決定（土地区画整理事業） 

[七ヶ浜町決定] 
決定 ４．７ha  

 

４ 市街地開発事業 Ａ-４地区 
都市計画決定（土地区画整理事業） 

[七ヶ浜町決定] 
決定 ７．４ha  

 

５ 集団移転促進事業 Ｄ-３地区 

土地利用基本計画の森林地域 変更  ３．３ha 
 

地域森林計画区域 変更  ３．３ha 
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６ 
防災集団移転促進事業及び

その他施設に関する事業 

Ｄ-４地区 

Ｍ-６地区 
保安林 解除  ０．１ha 

 

 

（注）１  本様式は、復興整備事業の実施に関連して土地利用基本計画の変更等を行うときに法第４６条第２項第４号に掲げる事項として記載するとともに、土地

利用基本計画の変更等に係る事項の様式を添付する。 

２ 「事業区分及び図面記号」は、「４ 復興整備事業に係る事項」と整合させる。 

３ 「変更等する土地利用基本計画等」は、法第４８条第１項各号に規定する土地利用基本計画等の内容を記載する。 

４ 「変更等の別」は、法第４８条第１項に規定する変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消しを記載する。 

５ 「変更等する部分の面積」は、事業区分欄の事業の実施により変更等される面積を記載する。 
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４－② 復興整備事業に関する許認可等に係る事項（法第４９条及び第５０条関係） 

 

整理 

 

番号 

 

事業区分 

 

図面 

 

記号 

農地法 

（大臣許可） 
都市計画法 

農地法 

（知事許可） 
農振法 森林法 

自然公園

法 

漁港漁場 

整備法 
港湾法 

第４条第１項

・第５条第１

項の農地転用

許可 

第29条第

１項・第

２項の開

発許可 

 

第43条第

１項の建

築許可 

 

 

第59条第

１項から

第４項ま

での都市

計画事業

の認可等 

第４条第１項

・第５条第１

項の農地転用

許可 

第15条の

２の開発

許可 

 

 

第10条の

２第１項

の開発許

可 

 

第34条第

１項・第

２項の許

可 

 

第20条第

３項の許

可・第33

条第１項

の届出 

法第39条

第１項の

許可 

 

 

第37条第

１項の許

可等 

 

 

１ 

市街地開発事業 
[被災市街地復興土地

区画整理事業：菖蒲

田浜地区] 

Ａ-１ 
地区 

○ 
          

○ 

２ 

市街地開発事業 
[被災市街地復興土地

区画整理事業：花渕

浜地区] 

Ａ-２ 
地区 

○ 
          

○ 

３ 

市街地開発事業 
[被災市街地復興土地

区画整理事業：代ヶ

崎浜Ａ地区] 

Ａ-３ 
地区 

 
          

 

４ 

市街地開発事業 
[被災市街地復興土地

区画整理事業：代ヶ

崎浜Ｂ地区] 

Ａ-４ 
地区 

○ 
          

○ 

５ 
集団移転促進事
業 
[菖蒲田浜中田地区] 

Ｄ-１ 
地区 

○ 
○          

○ 

６ 

集団移転促進事業 
[松ヶ浜西原地区] 
及びその他施設の
整備に関する事業 
[災害公営住宅整備事

業：松ヶ浜地区] 

[地区避難所整備事

業：松ヶ浜地区] 

Ｄ-２ 
Ｍ-２ 
Ｍ-３ 
地区 

○ 

○          

○ 

9



 

 

 

７ 
集団移転促進事
業 
[花渕浜笹山地区] 

Ｄ-３ 
地区 

 ○          

８ 

その他施設の整
備に関する事業 
[災害公営住宅整備事

業：菖蒲田浜地区] 

Ｍ-１ 
地区 

○ 
○          

○ 

９ 

集団移転促進事
業 
[吉田浜台地区] 

及びその他施設
の整備に関する
事業 
[災害公営住宅整備事

業：吉田浜地区] 

Ｄ-４ 
Ｍ-６ 
地区 

 

○          

 

１０ 

集団移転促進事
業 
[代ヶ崎浜立花地区] 
及びその他施設
の整備に関する
事業 
[災害公営住宅整備事

業：代ヶ崎浜地区] 

[地区避難所整備事

業：代ヶ崎浜地区] 

Ｄ-５ 
Ｍ-７ 
Ｍ-８ 
地区 

○ 

○          

○ 

１１ 

その他施設の整
備に関する事業 
[災害公営住宅整備事

業：花渕浜地区] 

[地区避難所整備事

業：花渕浜地区] 

Ｍ-４ 
Ｍ-５ 
地区 

○ 

○          

○ 

 

（注）１ 本様式は、法第 49 条第１項の土地利用方針を記載しようとするとき又は復興整備事業に係る許認可等を得ようとするときに記載する。 

２ 復興整備事業の地区ごとに、当該事業に係る許認可等に関する事項の該当欄に「○」をするとともに、各許認可等に係る事項の様式を添付する。 

３ 「農地法（大臣許可）」は、上段には法第 49 条第１項の土地利用方針を記載しようとするときに「○」をする。また、下段には法第 50 条第１項の復興

整備事業に関する事項を記載しようとするときに「○」をする。この際、農林水産大臣が定める書類（様式第９）を当該復興整備事業に関する事項を記載

した復興整備計画の公表の日の前日までに、農林水産大臣に提出する 
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0 100 200 300400 500 1000

縮尺　1/25,000

2000

FH=10.0

FH=6.8ｍ

平均FH=7.1m

平均FH=5.3m

平均FH=6.0m
平均FH=8.0m

平均FH=8.3m

FH=10.5

FH=10.378

FH=7.459

FH=7.459

FH=7.459

FH=2.7 FH=1.9

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

新たな居住拠点の整備

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

新たな居住拠点の整備

津波防災緑地（都市公園）の整備（非可住地）

津波防災緑地（都市公園）
の整備（非可住地）

津波防災緑地（都市公園）の整備（非可住地）

地域コミュニティや
にぎわいの拠点とな
る地区広場の整備

（非可住地）

治山事業を活用した保安林の整備（非可住地）

治山事業を活用した保安林の整備（非可住地）

治山事業を活用した保安林の整備（非可住地）

水産業拠点としての業務系
エリアの設定（非可住地）

水産業拠点としての業務系
エリアの設定（非可住地）

水産業拠点としての業務系
エリアの設定（非可住地）

居住環境の再整備

居住環境の再整備

新たな居住拠点の整備

居住環境の再整備

新たな居住拠点の整備

被災地の復興を先導する
津波復興拠点の整備

新たな居住拠点の整備

新たな居住拠点の整備新たな居住拠点の整備

七ヶ浜町役場
君ヶ岡公園大木囲貝塚遺跡公園

仙台火力発電所[復旧]

仙台太陽光発電所[新設]

土地利用構想図

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

農業基盤の迅速な復旧と
高付加価値農業の振興

治山事業を活用した保安林の整備と、
地域コミュニティやにぎわいの拠点
となる地区広場の整備（非可住地）

地域交流イベント等で利用するための
多目的広場整備（非可住地）

⺠間企業の産業誘導等
によるにぎわい拠点の
整備（非可住地）

凡 例凡 例

山林

既成市街地ゾーン

既存道路

既存道路（県道）

農地復旧ゾーン

業務系ゾーン

市街地復興エリア

都市公園（津波防災緑地）

防災林、地区広場

行政界

道路整備（法線変更・拡幅等）

防波堤の嵩上げ

地区避難所の再整備

農地振興ゾーン

津波復興拠点

湊浜湊浜
松ヶ浜松ヶ浜

菖蒲田浜菖蒲田浜

花渕浜花渕浜

吉田浜吉田浜

代ヶ崎浜代ヶ崎浜

東宮浜東宮浜

亦楽亦楽

汐見台南汐見台南

汐見台汐見台

要害
御林
要害
御林

境山境山

遠山遠山
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1:25,000

凡 例凡 例
復興整備計画の区域

移転元
復興整備事業の概ねの位置

復興整備事業総括図

Ⅰ区域：菖蒲田浜区域

Ⅱ区域：松ヶ浜区域
Ⅲ区域：湊浜区域

Ⅳ区域：遠山区域

Ⅶ区域：吉田浜区域

Ⅷ区域：代ヶ崎浜区域

Ⅴ区域：花渕浜区域

Ⅵ区域：汐見台南区域

その他施設の整備に関する事業
Ｍ-１地区：菖蒲田浜地区

集団移転促進事業
Ｄ-１地区：菖蒲田浜中田地区

集団移転促進事業
Ｄ-２地区：松ヶ浜西原地区
その他施設の整備に関する事業
Ｍ-２地区：松ヶ浜地区
Ｍ-３地区：松ヶ浜地区

集団移転促進事業
Ｄ-３地区：花渕浜笹山地区

集団移転促進事業
Ｄ-４地区：吉田浜台地区
その他施設の整備に関する事業
Ｍ-６地区：吉田浜地区

その他施設の整備に関する事業
Ｍ－４地区：花渕浜地区
Ｍ－５地区：花渕浜地区

集団移転促進事業
Ｄ-５地区：代ヶ崎浜立花地区
その他施設の整備に関する事業
Ｍ-７地区：代ヶ崎浜地区
Ｍ-８地区：代ヶ崎浜地区

その他施設の整備に関する事業
Ｍ－９地区：長須賀多目的広場整備事業

市街地開発事業
Ａ-１地区：菖蒲田浜地区

市街地開発事業
Ａ-２地区：花渕浜地区

市街地開発事業
Ａ-３地区：代ヶ崎浜Ａ地区

市街地開発事業
Ａ-４地区：代ヶ崎浜Ｂ地区
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